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▲モバイルアクセスサービス契約約款（平成14年経企第938号） 

実施 平成14年10⽉18⽇ 

▲モバイルアクセスサービス契約約款（平成14年経企第938号） 

実施 平成14年10⽉18⽇ 
  
  
別記 
10 モバイルアクセスサービスに係る移動無線装置の販売等 

別記 
10 モバイルアクセスサービスに係る移動無線装置の販売等 

(2) 削除 (2) 当社は、モバイルアクセス契約者から請求があったときは、当社が販売する移動無
線装置の機器設定等を⾏います。この場合において、当社が対応可能な機器設定等の
内容及びモバイルアクセス契約者が負担を要する費⽤については、当社がモバイルア
クセスサービスに関する重要事項説明書に定めるところによります。 

  
  
料⾦表 
第１表 料⾦（附帯サービスの料⾦を除きます。） 
 第１ 利⽤料 
  １ 適⽤ 

料⾦表 
第１表 料⾦（附帯サービスの料⾦を除きます。） 
 第１ 利⽤料 
  １ 適⽤ 

 区  分 内         容   区  分 内         容  
 (3) モバイルア

クセスサービ
ス（カテゴリー
Ｆに係るもの
に限ります。）
に係る定額利
⽤料の適⽤ 

当社は、モバイルアクセスサービス（カテゴリーＦに係るもの
に限ります。以下この欄において同じとします。）に係る定額利
⽤料の適⽤について、次のとおり定めます。 

  (3) モバイルア
クセスサービ
ス（カテゴリー
Ｆに係るもの
に限ります。）
に係る定額利
⽤料の適⽤ 

当社は、モバイルアクセスサービス（カテゴリーＦに係るもの
に限ります。以下この欄において同じとします。）に係る定額利
⽤料の適⽤について、次のとおり定めます。 

 

 ア モバイルアクセスサービスには、次表のとおりコース区分
等があります。 

  ア モバイルアクセスサービスには、次表のとおりコース区分
等があります。 

 

  プラン区分 コース区分     プラン区分 コース区分   
  （略） （略）     （略） （略）   
   備考      備考   
   １ 当社は、カテゴリーＦについて、通常タイプの契

約者カード⼜はインダストリアルタイプの契約者
カードを提供します。この場合、モバイルアクセス
契約者は、あらかじめいずれか⼀⽅を選択するも
のとします。 

     １ 当社は、カテゴリーＦについて、ノーマルグレー
ドの契約者カード⼜はインダストリアルグレード
の契約者カードを提供します。この場合、モバイル
アクセス契約者は、あらかじめいずれか⼀⽅を選
択するものとします。 
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 第２ ⼿続きに関する料⾦ 
  １ 適⽤ 

 第２ ⼿続きに関する料⾦ 
  １ 適⽤ 

 区  分 内         容   区  分 内         容  
 (1) ⼿続きに関

する料⾦の適
⽤ 

⼿続きに関する料⾦は、次のとおりとします。   (1) ⼿続きに関
する料⾦の適
⽤ 

⼿続きに関する料⾦は、次のとおりとします。  
  種  別 内      容     種  別 内      容   
  ア  開 通 ⼿

数料 
モバイルアクセス契約の申込みをし、
その承諾を受けたときに⽀払いを要す
る料⾦ 

    ア  開 通 ⼿
数料 

モバイルアクセス契約の申込みをし、
その承諾を受けたときに⽀払いを要す
る料⾦ 

  

    (イ) インダストリアルタイプのもの       (イ) インダストリアルグレードのも
の 

  

        
  
  
 附 則（令和４年５⽉30⽇ ＤＰＳサ第00925385号） 

この改正規定は、令和４年６⽉１⽇から実施します。 
  

 

 


